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○商工業活性化事業補助金交付要綱 

平成15年３月19日訓令第６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、商工業の活性化を図るため、事業活動に対して支援することにより、活

力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の発展と

町民の福祉向上に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱においての用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 空き店舗、空き家 建物としての効用を保っているにもかかわらず、店舗又は居住と

しての利用がされていない状態であるなどに該当し、かつ店舗として活用ができるものと

する。 

(２) 商工業後継者 現経営者の事業を将来継承することが確実である者（法人にあっては、

現代表権を有する者との関係が親子若しくは、三親等内の親族関係を有する者であるこ

と。）で、満50歳以下の者をいう。 

(３) 商工業者 商工会法（昭和35年法律第89号）第２条に定める定義を準用する。ただし、

営業形態については、月10日以上毎月継続的に営業されるものとする。 

(４) 飲食店 日本標準産業分類（平成25年10月30日付総務省告示第405号）中分類中「飲

食店」をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる事業者等（以下「補助対象者」という。）は、町内に住所を

有する個人及び法人等若しくは、新規に町内で事業を開始する個人及び法人等で事業開始ま

で住所等を有するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、補助対象者から除くも

のとする。 

(１) 税金等の未納がある者（前住所地を含む） 

(２) 本要綱に基づき補助を受けたことがある者で当該補助対象事業の継続がない者。なお、

補助金の返還をしている者は除く。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、別表の対象要件を満たすものと

する。 

(１) 新規開店支援事業 

(２) 空き店舗、空き家活用支援事業 

(３) 商工業後継者支援事業 

(４) 商工業者支援事業 

(５) 既存店舗機能向上整備事業 

２ 次の各号に掲げる事業は、補助対象事業から除くものとする。 

(１) 第三者に売却又は譲渡することを目的とする事業 

(２) 国、道又は町等の補助、補償等の対象となる事業 

(３) 事業完了後６か月を経過した事業 

(４) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

第６項から第８項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設 

（計画の認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、商工業活性化事業計画書（以下、「計画」とい
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う。）に必要書類を添付して町長へ提出し、その計画が適当である旨の認定を受けなければ

ならない。 

２ 町長は、前項の申請があった場合において、これを審査し計画の認定が適当と認めたとき

は、商工業活性化事業計画認定書を申請者へ交付するものとする。 

（計画の変更） 

第６条 前条第２項により計画の認定を受けた者は、当該認定に係る計画に認定された事項の

うち次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに町長の認定を受けなければならな

い。 

(１) 事業又は業種 

(２) 事業に係る投資予定額（変更額が100万円以内の場合を除く。） 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に

提出しなければならない。 

(１) 補助事業実績報告書 

(２) 事業精算書 

(３) 開業に係る届出書、許可書等の写し 

(４) 店舗等の取得費を確認できる書類、図面等の写し 

(５) その他必要な資料 

（補助金の交付） 

第８条 町長は、前条により補助金交付申請書を受理した場合において、事業内容が適当であ

ると認めたときは、予算の範囲内で別表のとおり補助金を交付する。ただし、補助金の交付

額に千円未満の端数があるとときは、その額を切り捨てるものとする。 

（状況報告） 

第９条 町長は、補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は職員に調査をさせることが

できる。 

（事業実績報告） 

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を町長に提出し

なければならない。 

（補助金の返還等） 

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該補助対象者に対して、補助事業の取消

し及び補助金の全部又は一部の返還を求める。ただし、町長がやむを得ない理由があると認

める場合は除く。 

(１) 補助金を目的外に使用したとき。 

(２) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件そ

の他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。 

(３) 町の補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準（平成30

年訓令第８号）に定める財産処分を行った場合 

(４) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

（町長への委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 
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附 則（平成20年３月27日訓令第13号） 

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年１月７日訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年３月17日訓令第14号） 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。ただし、この要綱の改正前に着手した事業は、

なお従前の例による。 

附 則（令和２年２月３日訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日訓令第19号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年12月２日訓令第35号） 

この訓令は、公布の日から施行し、令和２年11月27日から適用する。ただし、この要綱改正

前に計画認定された事業は、なお従前の例による。 

別表（第４条関係） 

番

号 

事業名 対象要件 補助金額 

１ 新規開店支援

事業 

ア 町内で店舗新築、増改築、

居抜き取得、借家から取得に

よる店舗移転。ただし、町内

で店舗移転による取得、賃借

及び後継者の新規開店は除

く。 

取得の場合 

① 店舗にかかる固定資産税

相当額を５年間 

② 店舗取得費（土地取得費

も含む）と店舗改修費の合

計額の30％以内（限度額600

万円） 

 なお、建築業者によらず事

業主が自ら店舗を建築した場

合においては、固定資産税に

おける評価額をもって店舗取

得費とする。 

 

賃貸の場合 

① 店舗改修費の２分の１以

内（限度額300万円） 

② 店舗にかかる月額家賃の

10分の７以内（限度額５万

円）の２年間 

賃貸から取得の場合 

本支援事業の「賃貸」の補

助対象者に該当してから、５

２ 空き店舗、空

き家活用支援

事業 

ア 町内で空き店舗、空き家を

店舗として活用するもの。た

だし、町内の借家から賃貸移

転は除く。 
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年以内に取得した場合（同一

店舗にこだわらない）本支援

事業助成額の総額を600万円と

する（ただし、固定資産税相

当額の助成は、該当しない） 

３ 商工業後継者

支援事業 

ア 店舗の新築、増改築、模様

替え。ただし、商工会法（昭

和35年法律第89号）第２条に

規定する商工業者で常時使用

する従業員の数が10人（商業

又はサービス業に属する事業

を主たる事業として営む者に

ついては５人）以下のものと

する。 

イ 後継者は、計画提出時にお

いて満50歳未満の者、かつ２

年以内に現経営者より事業を

継承することとする。 

①店舗取得費（土地取得費も

含む）と店舗改修費の合計

額の30％以内（限度額300万

円） 

②設備投資額に対するその年

度の固定資産税相当額を限

度として、事業開始後の３

年の範囲以内 

４ 商工業者支援

事業 

ア 町内で事業を営む補助対象

者で、集客力向上のために行

う設備投資額（事業の用に直

接供する設備投資とし、用地

取得費は除く） 

①設備投資額の30％以内（限

度額600万円以内） 

②設備投資額に対するその年

度の固定資産税相当額を限

度として、事業開始後の３

年の範囲以内 

なお、事業対象とする設備

機器等は１件３万円以上 

５ 既存店舗機能

向上整備事業 

ア 店舗の段差解消など来店者

の利便性や快適性に資する店

舗の改修（飲食店のみ対象。

備品のみ購入の場合も可） 

①店舗改修費の２分の１以内

（限度額300万円） 

②店舗改修に付随する備品設

置は１件３万円以上とし、

補助限度額の４分の１以内

を限度額とする。 

備考 １ 補助対象者は、主たる事業が商工業であること。 

２ 取得には、事業の用に供する土地取得費も含む。 

３ 別表１～４の事業の限度額は、各事業の限度額を示すものであり、最初の補助金

を受領してから10年間は最高限度額である600万円に達するまでは１事業者が複数

の事業（同一事業の複数回）の実施を可とする。また、別表５の事業は、別表１～

４の限度額の他に300万円を限度とし、最初の補助金を受領してから10年間は最高

限度額である300万円に達するまでは１事業者が複数の事業（同一事業の複数回）
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の実施を可とする。 


